
本稿で取りあげる資料は神奈川大学日本
常民文化研究所（独立行政法人水産研究セ
ンター中央水産研究所図書資料館）で所蔵
されている筆写稿本である。同資料は漁業
制度資料として1949（昭和24）年10月から
1955年 3 月までの間、（財）日本常民文化
研究所が収集した資料である。筆者は膨大
な資料群のなかからこれまで島根県関係を
中心に調査収集してきた。ここでは「美保
関漁場慣行調査書」を紹介する。これは島
根県が1891（明治24）年に郡を通して町村
に漁場（漁業）慣行を調査報告させた一部
である。ⅰこのほか島根県の筆写稿本には

「福浦漁業慣行調査書」、「漁場慣行調査ニ
関スル旧記（津摩浦）　明治24年 1 月」の
2 点が収録されている。一方、島根県下の
自治体史誌には石見部で 5 点、出雲部で 2
点、計 7 点が全文もしくは一部、所収され
ている。ⅱまた、公立の図書館等の公的機関
には「小野浦漁業慣行調査書」（益田市立
図書館蔵）、「生湯浦漁業慣行調査書」（浜
田市立図書館蔵）、「只浦漁業慣行調査書」

「鰐淵寺村漁場慣行調査書」（出雲市立平田
図書館蔵）、「御津村漁場慣行調査書」（島
根県立図書館蔵）、「（明治24年）旧藩時代
隠岐国漁制調査書」（島根県隠岐支庁蔵）
の原文書の所蔵が確認できている。ⅲ　

なお、本筆写稿本は、1950年11月に採訪・
筆写された資料で、このとき美保関村役場
文書として 6 点、 1 「美保関万差出帳下扣
明和八年」、 2 「旧藩営業免許ニ関スル書
類綴」、3 「旧藩俵物上納扣帳　元治元年」、
4 「森山、福浦、大根島採藻慣行書類綴」、
5 「漁業慣行調査書及手繰網書類」、6 「揖
屋村丈高網慣行書類綴」が収録されている。
現時点ではこれら 6 点は松江市美保関支所
旧役場文書のなかには見当たらない。

翻刻凡例
1 ．筆写稿本中の旧字体等は常用字体に改

め、踊り字はそのまま用いた。
2 ．資料を読みやすくするために、適宜、

句読点、並列点を付した。
3 ．誤記・誤字・脱字と思われるものには
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（　）内に推定した字句を記した。
4 ．文意不詳のものには（ママ）と傍注を

付した。
5 ．本文中で訂正された字句は訂正後の字

句のみを記した。

なお、これに先だって1889（明治22）年
11月29日付で意宇郡波入村長から島根外二
郡長宛に「旧藩時漁制調査書」が報告され
ている。この間の漁業慣行調査をめぐる県

（郡・町村）と農商務省水産局（農務局）の
関係については今後の研究課題としたい。
ⅱ 1 「飯浦漁場慣行調査書」（『益田市誌下
巻』益田市、1978年、841 〜 843頁）、2 「松
原浦漁業慣行調査書」（『三隅町誌』三隅町、
1971年、916 〜 921頁）、 3 「黒松浦漁業慣
行調査書」（『江津市誌上巻』江津市、1982
年、1072 〜 1076頁）、 4 「馬路村漁業慣行
調書」（『仁摩町誌』仁摩町、1972年、509
〜 510頁）、 5 「福浦村大字吉浦漁場慣行
調査書」（『温泉津町誌中巻』温泉津町、
1995年、542 〜 546頁）、 6 「明治 9 年以後
漁業慣行調査書　北浜村大字只浦」（『平田
市誌』平田市、1969年、510 〜 512頁）、 7

「波入村漁場慣行調査書（大字波入、大字
入江、大字遅江）」（『八束町誌』八束町、
1992年、441 〜 449頁）、なお、森安　章「明
治前期の漁場慣行」（『山陰地域研究』 8 、
1992年）は旧北浜村「只浦漁業慣行調査書」

を取り上げ、島根半島沿岸漁村の漁業実態
を概観している。
ⅲ漁場（漁業）慣行調査の嚆矢について井
上善博「明治の博覧会と水産誌編纂事業」

（『明治時代の水産絵図　明治の博覧会へ出
品された水産業の絵図』大田区立郷土博物
館、1995年）は1879（明治12）年の内務省
勧農局「水産取調（雛形）」案と三重・福島・
石川・長崎等の諸県による「水産取調」（漁
業慣例調査）を紹介している。このほか『千
葉県の歴史　資料編近現代 4 』（千葉県、
1997年、744 〜 755頁）には1879年 9 月に
連合戸長代理が郡長に報告した「漁業沿革
調・水産調・漁具略図〔平郡加知山村岩井
袋村連合〕」を収録している。一方、木京
睦人「『旧藩時漁業制度取調書』の作成と
その内容について」（『山口県史研究』第10
号、2002年）は、東京海洋大学附属図書館
羽原文庫の筆耕資料、「旧藩時漁業制度取
調書」（豊浦藩〈明治27年 9 月頃〉、長州藩

〈同年12月〉それぞれ農商務省農務局に報
告）と山口県文書館所蔵の「明治26年旧藩
漁業制度取調書」さらに1895年 4 月発行の

『旧藩時漁業裁許例』（農商務省水産調査所
編）の三者の関係について論じている。な
お、同羽原文庫には山口県のほか、宮城県、
福島県、千葉県、富山県、長崎県の「旧藩
時漁業制度（漁政）取調」資料が収録され
ている。
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（ 表 紙 ）

明 治 十 二 年　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 文 書 番 号

第 一 四 号

明 治 二 十 六 年　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

漁 業 慣 行 調 査 書 及 手 繰 網 書 類

　 　 　 　 　 　 　 　 　 附　 海 礁 図 一 葉

第 一 種 　 　 　 美 保 関 村 役 場

　 　 　 　 漁 場 慣 行 調 査 書

　 　 　 　 　 　 　 　 　 出 雲 国 島 根 郡 美 保 関 村 大 字 美 保 関

第 一 専 用 漁 場

　 　 　 漁 場 区 域

一 本 村 大 字 美 保 関 海 面 区 域 左 ノ 如 シ 。

　 森 山 村 大 字 福 浦 ト ノ 境 界 ハ 同 大 字 ト 本 村 大 字 美 保 関 ト ノ 陸 地 境 界 線 ヲ 以 界 ト ス 。

　 本 村 大 字 雲 津 ト ノ 境 界 ハ 同 大 字 ト 本 村 大 字 美 保 関 陸 地 境 字 寺 尾 山 峰 通 ヨ リ 字 黒 島 雲
赤

津 ニ テ ハ

島 ト 唱 ノ 中 央 見 通 シ ヲ 以 界 ス 。

　 右 境 域 内 ノ 漁 場 ハ 古 来 大 字 美 保 関 漁 業 者 ノ 専 用 ニ 属 シ 、 他 ノ 地 方 人 ハ 猥 リ ニ 入 漁 セ シ

メ ザ ル 慣 行 ナ リ 。

　 漁 場 区 域 内 ニ 於 テ 近 年 伯 耆 国 会 見 郡 ノ 漁 業 者 手 繰 網 ヲ 使 用 ス ル ヲ 以 テ 常 ニ 之 レ ヲ 駆 逐

シ 、 敢 テ 専 用 ノ 区 域 内 ニ 入 ラ シ メ サ リ シ カ 、 爾 後 一 場 ノ 争 議 ト ナ リ 葛 藤 止 マ ザ リ シ カ 、

結 局 両 県 官 吏 ノ 立 会 ニ テ 徳 義 上 ノ 協 議 ヲ 遂 ケ 、 右 境 域 内 陸 地 ヲ 距 ル 二 十 町 以 内 ノ 海 面

ハ 本 村 大 字 美 保 関 ニ 属 シ 、 丈 高 網 ・ タ シ マ 網 ・ 地 引 網 ・ 魲 網 ・ 鰡 敷 網 ・ 𩹉 網 ・ カ マ ス

網 ・ 大 敷 網 ・ ス ク ビ 網 ・ シ メ 網 ・ 火 網 ・ 桁 引 ・ 採 貝 ノ 漁 業 ハ 本 村 大 字 美 保 関 漁 業 者 ニ

限 リ 専 用 シ 、 且 採 藻 モ 同 大 字 住 民 ニ 限 リ 採 取 ス 、 其 他 ノ 地 方 人 ハ 慣 行 特 約 ア ル モ ノ ヽ

外 猥 リ ニ 専 用 ノ 漁 業 及 採 藻 ス ル ヲ 許 サ ス 。

二 第 一 項 大 字 雲 津 ト ノ 境 界 ニ 付 争 論 ア リ シ カ 、 明 治 十 一 年 六 月 十 九 日 双 方 和 解 ニ 至 リ 、

即 チ 第 一 項 ノ 通 決 定 セ リ 、 其 証 左 別 紙 甲 号 写 之 通 。

三 明 治 二 十 四 年 十 一 月 鳥 取 県 会 見 郡 日 野 川 流 末 ヨ リ 同 郡 境 町 ニ 至 ル 沿 海 各 町 村 ト 、 島 根

県 島 根 郡 森 山 村 大 字 福 浦 ヨ リ 同 郡 美 保 関 村 岬 角 ヲ 廻 リ 、 同 郡 片 江 村 大 字 七 類 ニ 至 ル 漁

業 者 惣 代 人 等 境 町 ニ 於 テ 協 議 ヲ 遂 ケ 、 第 一 項 ノ 通 各 地 方 地 先 ニ 於 テ 専 用 漁 業 ノ 区 域 ヲ

定 ム 、 即 チ 別 紙 乙 号 契 約 証 写 之 通 。

四 第 一 項 区 域 ノ 図 面 別 紙 之 通 。

　 捕 魚 採 藻 ノ 方 法 及 漁 具 ノ 制 限

一 同 上 区 域 内 外 ニ 於 ケ ル 捕 魚 ノ 方 法 ハ 左 記 ノ 漁 具 ヲ 以 テ 捕 獲 ス 。

　 手 繰 網 ・ 大 敷 網 ・ 蚊 帳 網 ・ 魬 掛 網 ・ 四 ツ 張 網 ・ 鰈 網 ・ 瀬 網   小 網 ト モ

云 フ ・ タ ゝ キ 網 ・ 鯨 網 ・

鰆 掛 網 ・ 鰯 掛 網 ・ エ カ キ 網 ・ ス ク ビ 網 ・ 魚 網 二 艘 ・ 四 つ 張 網 ・ デ ン ボ 網 ・ ダ レ 網 ・ ヲ キ

網 ・ 鰡 敷 網 ・ カ マ ス 網 ・ シ メ 網 ・ 火 網 ・ 地 引 網 ・ タ シ マ 網 ・ 釣 漁 ・ 縄 漁 ・ 桁 引 ・ 烏 賊 着 ・

鱪 着 ・ 章 魚 着 ・ 四 手 網 ・ 烏 賊 手 繰 網 ・ ス ゞ ズ キ 網 ・ 鯛 着 等 ナ リ 。

二 同 上 区 域 内 ニ 於 ケ ル 採 藻 ハ 和 布 ・ 荒 布 ハ 藻 刈 鎌 、 肥 料 藻 ハ 藻 葉 捻 シ 竹 ヲ 用 フ 、 石 花 菜 ハ

潜 水 採 取 シ 、 又 ハ 衝 キ ニ テ 挾 ミ 取 ル 、 海 苔 ハ 指 頭 ニ 摘 ミ 採 リ 又 ハ 貝 殻 ニ テ 掻 キ 取 ル 。
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三 同 上 区 域 内 ニ 於 テ 禁 止 ノ 漁 法 ・ 採 藻 及 季 節 ノ 制 限 等 左 ノ 如 シ 。

　 　 但 漁 業 組 合 規 約 ヲ 以 テ 組 合 地 区 域 内 一 般 ノ 禁 止 ニ 係 ル 事 項 及 季 節 等 ハ 爰 ニ 略 之 。

タ シ マ 網 丈 高 網ト モ 云

右 ハ 古 来 年 代 不 詳明 治 八 年 巳 前 大 敷 網 ノ 妨 害 ヲ 除 ク 為 メ 、 該 網 布 設 中 ハ 該 網 ノ 近 傍 ニ 於 テ 使 用 セ ザ

ル 慣 行 ナ リ 。

　 鯨 漁

　 右 ハ 天 保 七 年 ノ 夏
度 ？ （ マ マ ）
旧 藩 ニ 於 テ 九 州 地 方 ヨ リ 捕 鯨 者 ヲ 雇 入 レ 、 字 海 崎 ニ テ 鯨 漁 ヲ 起 サ

レ 、 同 十 三 年 度 限 リ 廃 セ ラ ル 、 爾 後 安 政 四 年 九 月 九 州 肥 前 平 戸 生 月 鯨 網 □ □ （ 俵 屋 ）

山 左 衛 門 ・ 冨 澤 与 平 次 ・ 冨 澤 源 二 郎 ノ 三 人 ヨ リ 願 出 、 并 島 根 郡 旧 東 持 田 村 字 納 佐 ノ 住

和 田 四 郎 左 衛 門 合 同 当 美 保 関 ニ 於 テ 捕 鯨 ヲ 創 メ 、 同 五 年 正 月 ヨ リ 起 業 シ 、 万 延 元 年 三

月 ニ 至 リ 廃 業 セ リ 、 其 後 明 治 二 年 二 月 ヨ リ 旧 藩 物 産 方 ニ 於 テ 九 州 地 方 ヨ リ 羽 指 子 ヲ 雇

入 レ 、 捕 鯨 ヲ 設 ケ 鯨 漁 ヲ 起 サ レ シ カ 、 廃 藩 ノ 際 ニ 於 テ 廃 業 ト ナ ル 、 漁 具 悉 皆 美 保 関　

へ 払 下 ラ レ タ ル ヲ 以 テ 、 明 治 六 年 度 ヨ リ 同 大 字 定 秀 九 右 （ 左 ） 衛 門 外 数 名 更 ニ 捕 鯨 組

ヲ 設 ケ 、 該 業 ヲ 継 続 ニ ヶ 年 間 営 業 セ リ 、 其 後 明 治 十 八 年 冬 季 ヨ リ 長 州 川 尻 村 斉 藤 作 四

郎 カ 捕 鯨 組 ヲ 派 出 松 江 市 中 村 三 左衛 門 等 数 名 加 入 捕 鯨 ヲ 始 メ 、 同 二 十 年 春 季 マ テ 営 業 セ リ 、 大 字 美 保

関 ニ 対 シ 捕 鯨 一 頭 ニ 付 金 拾 円 ツ ゝ 該 営 業 ヨ リ 報 酬 セ リ 、 爾 後 現 今 ニ 於 テ ハ 該 業 中 止 セ

リ 。

　 手 繰 網

　 右 ハ 他 漁 業 ニ 故 障 ア ル ヲ 以 テ 其 区 域 一 定 セ サ リ シ カ 、 天 保 年 間 ニ ハ 地 区 ヲ 字 海 崎 以 西

ト ナ シ 嘉 永 年 間　 村 内 ノ 協 議 ニ ヨ リ 字 獅 子 鼻 以 西 ト 定 メ タ リ シ カ 、 爾 後 他 漁 業 者 ト 紛

争 止 マ ス 明 治 元 年 大 葛 藤 ヲ 起 シ 、 特 ニ 竹 鎗 蓆 旗 ニ 及 ン ト セ シ モ 、 旧 藩 出 張 官 吏 等 村 内

重 立 タ ル モ ノ ヲ 集 メ 、 漁 民 ニ 論 告 シ 争 議 ヲ 鎮 定 セ ラ レ シ モ 、 一 時 ノ 紛 争 容 易 ナ ラ サ ル

ヲ 以 テ 上 司 ニ 訴 ヘ 、 更 ニ 区 域 ヲ 字 客 人 山 鼻 ヨ リ 大 仙 見 通 シ 以 西 ト ナ セ リ 、 爾 後 明 治 八

年 ニ 至 リ 漸 ク 手 繰 網 ノ 数 ヲ 増 シ 、 沖 手 繰 ト 称 シ 大 字 美 保 関 岬 角 外 ニ 使 用 ス ル モ ノ ア リ

テ 、 亦 々 他 漁 業 者 ト 大 葛 藤 ヲ 生 シ 、 松 江 裁 判 所 ヘ 起 訴 ス ル ニ 至 リ シ モ 、 村 内 重 立 タ ル

モ ノ ノ 中
（ マ マ ）

裁 ニ ヨ リ 沖 手 繰 ハ 実 際 其 非 ナ ル ヲ 悟 リ 此 際 之 レ ヲ 廃 シ 、 従 前 ノ 区 域 ニ 限 リ 使

用 ス ル 事 ト ナ セ リ 、 明 治 二 十 年 之 度 島 根 秋 鹿 郡 外 海 漁 業 組 合 ニ 於 テ 手 繰 網 ヲ 禁 シ タ ル

ニ ヨ リ 、 本 大 字 漁 業 者 モ 此 規 定 ニ ヨ リ 断 然 本 網 ノ 漁 業 ヲ 廃 セ シ カ 、 鳥 取 県 会 見 郡 ノ 漁

業 者 ニ 於 テ ハ 倍 々 之 レ ヲ 使 用 シ 、 屢 々 吾 専 用 ノ 区 域 内 ニ 入 漁 ス ル ヲ 以 テ 常 ニ 之 ヲ 追 逐

シ 、 其 来 漁 ヲ 拒 止 セ シ カ 、 双 方 紛 紜 止 マ ス 、 爾 後 島 根 ・ 鳥 取 両 県 ニ 関 シ 交 渉 事 件 ト ハ

相 成 リ タ リ 故 ヲ 以 テ 、 二 十 一 年 二 月 伯 州 境 町 ニ 於 テ 両 県 官 吏 之 出 張 双 方 関 係 町 村 委 員

及 漁 業 者 惣 代 人 等 会 同 双 方 ニ 設 ケ タ ル 規 約 上 ノ 会 議 ヲ 開 キ 、 結 局 手 繰 網 ノ 有 害 物 タ ル

ヲ 認 メ 、 之 レ ヲ 全 廃 セ ン ト ス ル モ 、 会 見 郡 漁 民 ニ 於 テ 一 時 ノ 困 難 容 易 ナ ラ サ ル ニ ヨ リ

他 ニ 漁 事 ヲ 換 ユ ル ノ 期 限 ト シ テ 、 向 三 年 ヲ 期 シ 双 方 共 全 廃 ス ル ノ 示 談 ヲ 遂 ケ 、 而 シ テ

之 レ カ 区 域 ハ 大 字 美 保 関 字 地 造 鼻 ヨ リ 沖 ノ 御 前 ヲ 経 テ 因 幡 国 青 谷 鼻 見 通 ト 定 ム 、 依 テ

手 繰 網 ハ 二 十 三 年 十 二 月 マ テ 廃 止 ノ 延 期 ト ハ ナ リ タ リ 、 然 ル ニ 会 見 郡 ハ 尚 ホ 絶 止 ノ 念

止 マ サ リ シ モ ノ ヽ 如 ク 、 常 ニ 睨 視 ノ 状 ア リ テ 円 滑 ノ 場 合 ニ 至 ラ ス 、 爾 後 明 治 二 十 四 年

十 一 月 伯 耆 国 境 町 ニ 於 テ 関 係 町 村 当 業 者 協 議 ノ 上 区 域 ヲ 更 ニ 美 保 関 村 岬 角 ヨ リ 沖 ノ 御

前 ヲ 経 テ 因 幡 国 青 谷 鼻 見 通 シ 線 以 北 ニ 於 テ ハ 毎 年 一 月 ヨ リ 六 月 マ テ ノ 間 使 用 シ 、 該 線
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以 南 ニ 於 テ ハ 年 中 使 用 ス 、 此 契 約 ハ 別 紙 乙 号 之 通 。

肥 料 藻

　 右 ハ 大 字 美 保 関 限 リ 採 藻 ス ル ノ 慣 行 ニ シ テ 、 毎 年 八 月 ヨ リ 翌 年 三 月 ノ 頃 マ テ 生 育 セ シ メ 、

時 宜 ヲ 見 計 ヒ 採 取 セ リ 。

　 河 岸 漂 着 藻

　 右 ハ 従 来 其 地 元 住 人 ニ 於 テ 適 宜 拾 得 セ リ 。

　 　 　 　 魚 介 藻 捕 採 ノ 種 類

一 本 区 域 内 外 ニ 於 テ 採 捕 ス ル 魚 介 藻 ノ 種 類 左 ノ 通 。

　 魚 介 ハ 大 鯛 ・ ク ン 鯛 ・ 甘 鯛 ・ 伴 白 鯛 ・ 黒 鯛 ・ ア カ メ 鯛 ・ ヘ イ ヅ 鯛 ・ カ チ 鯛 ・ 鰤 ・ ヒ ラ ・

魬 ・ 河 豚 ・ 𩹉 ・ 鯖 ・ 鯵 ・ ヲ キ ア ジ ・ ヒ ラ メ ・ マ 鰈 ・ イ シ カ レ ・ 水 鰈 ・ ク チ ボ ソ 鰈 ・ ヒ

ラ ガ レ ・ マ ス 鰈 ・ メ タ ゝ キ 鰈 ・ マ 烏 賊 ・ シ マ メ 烏 賊 ・ ク ロ ダ
（ マ マ ）
ニ ・ ゴ フ 烏 賊 ・ シ ン ド ウ ・

ア
（ マ マ ）

キ リ 烏 賊 ・ テ ナ シ 烏 賊 ・ シ ギ イ カ ・ イ ー ダ コ ・ マ ダ コ ・ 長 手 章 魚 ・ ヲ キ 章 魚 ・ 中 バ

鰮 ・ 片 口 鰮 ・ ド ウ メ 鰮 ・ ダ レ ワ ニ ・ サ メ 鰐 ・ モ バ ワ ニ ・ カ セ ワ ニ ・ ヒ ラ ガ シ ラ 鰐 ・ カ

ツ ヲ ワ ニ ・ ツ マ ク ロ ワ ニ ・ シ ラ フ カ ・ ハ ナ ワ ニ ・ ツ ノ ギ ワ ニ ・ モ タ ワ ニ ・ サ デ ワ ニ ・

子 ヅ ミ ワ ニ ・ 子 コ ワ ニ ・ バ ト ウ ・ エ サ キ ・ メ バ ル ・ ボ ツ カ ・ カ ナ ・ イ カ ケ ・ ア カ ミ ヅ ・

サ ヨ リ ・ カ マ ス ・ 鰡 ・ 鰹 魚 ・ 子 ヅ ミ カ ツ ウ ヲ ・ イ カ ナ ゴ ・ シ イ ラ ・ カ ウ ノ ウ ヲ ・ ヘ イ

ノ ウ ヲ ・ ホ ウ ボ ウ ・ ハ モ ・ カ ナ ガ シ ラ ・ コ チ ・ ウ シ ノ シ タ ・ キ ス ・ シ ロ ウ ナ ギ ・ ク ヂ ・

ヒ シ ヤ ・ バ ゝ ゼ ・ デ ン ボ ・ ウ シ ロ デ ・ マ ス ・ サ ケ ・ ツ ゞ レ ゴ ・ 沙 魚 ・ 糸 引 ・ コ ノ シ ロ ・

セ イ ゴ ・ 鱸 魚 ・ マ ー カ レ ・ エ ノ ハ ・ シ ビ ・ ス ナ キ リ ・ タ チ ・ マ エ ビ ・ ク ル マ エ ビ ・ ス

ク モ エ ビ ・ チ ヤ ウ ツ キ 鰕 ・ オ ニ エ ビ ・ 真 蟹 ・ 青 手 カ ニ ・ 平 家 蟹 ・ ア カ エ ー ・ ト ビ エ ー ・

エ ー ラ メ ・ カ ス ベ ・ ツ キ ザ キ ・ ア
朱 「 海 参 」

ワ ビ ・ バ イ ・ イ ガ ヒ ・ ト リ ガ ヒ ・ サ ゞ エ ・ ニ シ ・ ウ

ニ ・ タ チ 貝 ・ 月 日 貝 ・ カ キ ・ イ タ ラ 貝 ・ ホ ウ ヅ キ 貝 ・ ヨ ナ キ 貝 ・ イ ボ シ 貝 等 ナ リ 、 海

藻 ハ 和 布 ・ 海 苔 ・ 荒 布 ・ テ ン グ サ ・ ウ キ ウ ド ・ ジ ン バ 草 ・ ヒ ヂ キ ・ モ ヅ ク ・ 海 素 麺 ・

ム カ デ 草 ・ ソ （ ハ ） ゞ ・ ミ ル ・ 肥 料 藻 等 ナ リ 。

　 　 場 区 ヲ 定 メ 営 ム 漁 業

一 大 敷 網

本 区 域 内 ニ 於 テ 布 設 ノ ケ 所 左 之 通 。

字 長 浜 ・ 字 平 井 ・ 字 海 崎 ・ 字 獅 ケ 鼻 ・ 字 竹 ケ 下 ・ 字 加 鼻 ・ 字 大 下　

右 往 年 年 代不 詳 ヨ リ 営 業 仕 来 リ シ カ 該 地 区 ノ 内 長 浜 ・ 平 井 ・ 海 崎 ・ 獅 ケ 鼻 ・ 竹 ケ 下 ノ 五 ヶ

所 ハ 安 政 年 間 営 業 ヲ 中 止 セ リ 、 其 他 加 鼻 ・ 大 下 ノ 二 ヶ 所 ハ 明 治 八 年 以 后 持 区 拝 借 ノ 成 規

ニ 従 ヒ 借 区 シ 、 毎 年 陰 暦 四 月 ヨ リ 六 月 マ テ 八 月 ヨ リ 十 月 マ テ 之 間 営 業 ヲ 為 セ リ 、 但 数 個

人 ノ 営 業 ナ リ ト 雖 モ 大 字 美 保 関 全 体 ニ 対 シ 別 段 報 酬 等 之 ナ シ 。

字 加 鼻 反 別 四 町 四 反 二 十 五 歩 拝 借 、 捕 鯨 会 社 ノ 営 業 ナ リ 、 字 大 下 反 別 三 町 七 反 五 畝 二 十

一 歩 、 大 字 美 保 関 福 田 菊 之 助 外 二 名 営 業 セ リ 。

二 地 引 網

本 区 域 内 ニ 於 テ 布 設 ノ ケ 所 左 ノ 通 ニ シ テ 、 従 来 明 治 八 年 前ニ シ テ 年 代 不 詳 稼 来 リ シ カ 、 明 治 八 年 以

後 場 区 拝 借 ノ 成 規 ニ ヨ リ 借 区 ノ 上 継 続 営 業 セ リ 、 但 数 個 人 ノ 営 業 ナ ル モ 大 字 美 保 関 全 体

ニ 対 シ 報 酬 等 之 ナ シ 。

字 海 崎 九 町 四 反 二 畝 二 十 七 歩 拝 借 大 字 美 保 関 鷦 鷯 蔵 太 郎 営 業 ヲ 為 セ リ 。
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字 才 浦 二 反 五 畝 二 十 二 歩 此 拝 借 人 定 秀 為 三 郎 字 軽 尾 反 別 三 反 二 畝 四 歩 七 厘 此 拝 借 人 右 同

人 等 許 可 ヲ 得 テ 営 業 セ リ 、 字 長 浜 反 別 四 反 四 畝 三 歩 此 拝 借 人 池 田 佐 平 外 二 拾 名 。

三 メ 網
本 区 域 内 ニ 於 テ 布 設 ノ ケ 所 左 之 通 ニ シ テ 、 往 年 年 代不 詳 ヨ リ 稼 来 リ シ モ 天 保 年 間 廃 業 セ シ

ニ ヨ リ 方 今 中 絶 セ リ 、 字 大 下 ・ 字 戎 ケ 浦 ・ 字 加 鼻 ・ 字 舟 ノ 谷 ・ 字 客 人 鼻 ・ 字 蛇 ノ ハ タ ・

字 竹 ケ 下 ・ 字 獅 ケ 鼻 ・ 字 四 谷 ・ 字 舟 ヶ 浦 ・ 字 杢 井 ・ 字 平 井 ・ 字 風 ケ 浦 ・ 字 長 浜

漁 業 諸 般 ノ 慣 行 違 反 者 処 分

一 本 項 ニ 対 シ 特 ニ 記 載 ス ベ キ モ ノ ナ シ 、 尤 漁 業 組 合 規 約 ニ 於 テ 違 約 処 分 ノ 事 項 ハ 爰 ニ 略 之 。

　
第 二 入 会 漁 場

　 　 他 ノ 地 方 ヨ リ 入 漁

一 意 宇 郡 揖 々 （ 屋 ） 村 漁 業 者 丈 高 網 漁 業 ハ 往 年 年 代不 詳 ヨ リ 時 々 入 漁 セ シ カ 、 文 政 二 年 度 ニ

於 テ 鰯 漁 ニ 妨 ケ ア ル ヲ 以 大 字 美 保 関 ヨ リ 差 止 ノ 義 申 出 、 其 年 十 二 月 ヨ リ 翌 二 月 マ テ 旧 藩

郡 奉 行 ヨ リ 差 止 ノ 命 ア リ シ モ 、 揖 屋 村 漁 業 困 難 ニ 不 堪 ヲ 以 此 差 止 ノ 令 ヲ 解 キ 、 鰯 漁 ニ 妨

ナ キ 様 和 順 漁 業 ス ヘ ク 旨 更 ニ 命 令 ア リ 、 爾 後 明 治 二 十 年 十 二 月 島 根 秋 鹿 郡 漁 業 組 合 ニ 於

テ 之 ヲ 禁 シ タ ル モ 、 追 テ 二 十 三 年 ニ 於 テ 解 禁 セ シ ニ 依 リ 、 揖 屋 村 タ シ マ 網 営 業 者 ト 更 ニ

三 年 間 ヲ 期 シ 、 納 金 拾 円 ヲ 大 字 美 保 関 へ 出 シ 入 漁 セ シ メ タ リ 、 此 約 定 ハ 別 紙 丙 号 写 之 通 。

二 鳥 取 郡 （ 県 ） 会 見 郡 日 野 川 流 末 ヨ リ 境 町 ニ 至 ル 沿 海 町 村 并 島 根 郡 森 山 村 大 字 福 浦 ヨ リ 美

保 関 村 岬 角 ヲ 廻 リ 片 江 村 大 字 七 類 マ テ ノ 沿 海 各 村 ノ 漁 業 者 ハ 第 一 専 用 漁 場 区 域 ノ 部 ニ 記

載 シ タ ル 漁 業 及 採 藻 ヲ 除 ク 外 相 互 ニ 入 会 漁 業 ヲ 為 ス 、 此 契 約 ハ 明 治 二 十 四 年 十 一 月 伯 耆

国 境 町 ニ 於 テ 締 結 セ リ 、 其 契 約 ハ 別 紙 乙 号 写 之 通 リ 。

三 意 宇 郡 大 根 島 住 民 ハ 肥 料 藻 刈 リ ト シ テ 本 区 域 江 往 古 ヨ リ 来 リ 刈 採 ノ 慣 行 ア リ 、 然 ル ニ 島

根 郡 灘 筋 ト 争 論 ア リ シ ヲ 以 テ 、 享 保 十 八 年 六 月 旧 藩 奉 行 ヨ リ 裁 定 セ ラ レ 、 其 後 屢 紛 争 ア

リ シ ヲ 以 テ 、 寛 政 九 年 度 并 文 化 二 年 及 慶 応 三 年 度 ニ 於 テ 旧 藩 郡 奉 行 ノ 命 令 ア リ 、 降 テ 明

治 九 年 度 ニ 於 テ 大 字 美 保 関 ヨ リ 採 藻 葉 場 拝 借 願 出 右 採 藻 拒 絶 セ ン ト セ シ モ 、 採 用 無 之 大

根 島 人 民 採 藻 ノ 義 旧 慣 之 通 差 免 サ レ 、 明 治 十 年 一 月 島 根 県 令 ヨ リ 達 セ ラ ル 故 ヲ 以 テ 、 現

今 猶 本 区 域 内 江 来 リ 採 藻 セ リ 、 旧 藩 制 以 来 ノ 命 令 書 等 ノ 写 シ 、 別 紙 丁 第 一 号 ヨ リ 丁 第 六

号 マ テ 六 通 写 之 通 ナ リ 。

　 附 記

一 島 根 郡 森 山 村 大 字 森 山 福 浦 人 民 本 区 域 内 ニ 海 藻 密 刈 ニ 来 リ シ 事 ア ル ヲ 以 テ 、 慶 応 二 年 度

ニ 於 テ 差 留 願 出 タ ル 次 第 ハ 別 紙 丁 第 四 号 写 之 通 ニ シ テ 、 同 三 年 八 月 旧 藩 郡 奉 行 ノ 達 丁 第

四 号 之 通 、 爾 後 明 治 二 十 三 年 ニ 於 テ 福 浦 ヨ リ 本 区 域 内 ニ 於 テ 刈 採 シ タ ル ヲ 以 テ 終 ニ 訴 訟

ニ 及 ヒ 、 別 紙 戊 号 写 之 通 裁 決 ト ナ リ 入 会 採 藻 ノ 慣 行 ナ シ 。

　 他 ノ 地 方 へ 出 漁

一 本 区 域 内 漁 業 者 ハ 他 ノ 地 方 ヨ リ 入 漁 ノ 部 第 二 項 ニ 記 載 ノ 各 町 村 地 先 へ 出 漁 ヲ 為 ス 、 其 詳

細 ハ 同 部 第 二 項 ノ 通 ナ ル ヲ 以 テ 爰 ニ 略 ス 。

二 本 区 内 漁 業 者 カ 区 外 沖 漁 ト シ テ 出 ツ ル 所 ノ 漁 場 ハ 本 区 域 図 面 ニ 詳 記 セ リ 。

右 之 通 相 違 無 之 候 也 。

　 　 明 治 二 十 四 年 十 二 月 二 十 五 日
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　 　 　 　 　 　 　 　 出 雲 国 島 根 郡 美 保 関 村 大 字 美 保 関 七 十 七 番 地

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 調 査 人　 　 　 鷦 鷯 義 八 郎 ㊞

　 　 　 　 　 　 　 　 同 国　 同 郡 同 村 大 字 同 所 百 五 十 番 地

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 同 上　 　 　 　 青 砥 恒 太 郎 ㊞

　 　 　 　 　 　 　 　 同 国　 同 郡 美 保 関 村 長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 宇 野 常 一

島 根 県 島 根外 二 郡 長 大 野 義 就 殿

郡 農 第 七 号 訓 令 旧 藩 時 漁 制 、 別 冊 之 通 精 査 此 段 及 進 達 候 也 。

　 　 明 治 二 十 六 年 十 二 月 十 二 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 島 根 県 美 保 関 村 長 代

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 助 役　 　 　 井 上 萬 太 郎

（ 海 礁 図 ）
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島 根 県 二 郡 長 若 槻 敬 殿

　 　 旧 藩 時 漁 制 調 査 項 目

第 一　 漁 業 免 許 ニ 関 ス ル 事 項

　 漁 業 ハ 人 民 各 自 ノ 自 由 ニ シ テ 他 漁 ノ 妨 害 ト ナ ル モ ノ ヲ 除 ク ノ 外 ハ 特 ニ 出 願 ヲ 要 セ ザ ル モ

ノ ゝ 如 シ 、 尤 モ 大 敷 網 ・ 鰯 網 等 多 人 数 ヲ 要 ス ル 漁 業 ハ 其 筋 ノ 許 可 ヲ 得 テ 納 税 ス ル 事 ト ナ

レ リ 、 許 可 ノ 手 続 ハ 第 一 庄 屋 ・ 年 寄 ニ 願 出 、 其 副 書 ヲ 得 テ 郡 役 人 ヨ リ 順 次 郡 奉 行 ニ 差 出

シ 、 許 可 ヲ 得 ル ノ 順 序 ナ リ 、 其 書 式 及 ヒ 指 令 書 等 ハ 別 紙 第 一 号 ・ 第 二 号 ノ 如 シ 、 漁 業 鑑

札 ト 称 ス ベ キ モ ノ 無 シ 、 但 採 藻 場 区 争 論 以 後 ハ 人 別 ニ 免 札 ヲ 付 与 ス ル 事 ト ナ レ リ 、 其 書

式 ハ 別 紙 六 号 ニ 掲 記 ス 。

第 二　 水 族 蕃 殖 保 護 ニ 関 ス ル 事 項

　 蕃 殖 保 護 ニ 関 ス ル 旧 藩 時 ノ 法 令 制 度 ハ 詳 カ ナ ラ ズ 、 禁 漁 場 ・ 禁 漁 期 ・ 禁 漁 具 ヲ 公 示 ス ル

為 メ 設 ケ タ ル 制 札 及 ヒ 触 書 ノ 写 ハ 無 シ 、 尤 モ 美 保 関 村 地 先 海 面 ニ 於 テ 掽 縄 漁 ノ 妨 害 ヲ ナ

ス ヲ 以 テ 、 其 筋 ヘ 願 出 等 紛 擾 不 絶 、 終 ニ 元 文 三 年 ニ 至 リ 手 繰 網 ヲ 停 止 セ ラ ル 、 其 裁 決 書

別 紙 第 三 号 之 通 リ 。

　 魚 付 林 ハ 本 村 ニ 於 テ 数 多 ア リ 、 伐 材 ス ル 事 ヲ 禁 ス 。

第 三　 漁 業 取 締 ニ 関 ス ル 事 項

　 旧 藩 時 取 締 方 ノ 仕 組 不 詳 。

第 四　 漁 業 者 ノ 負 担 ニ 関 ス ル 事 項

　 納 税　 大 字 美 保 関

　 一 米 七 石 九 斗 一 升 八 合　 　 　 水 夫 米

　 一 丁 銀 二 拾 四 匁　 　 　 　 　 　 海 役

　 　 　 鱈 拾 二 本　 　 　 　 一 本 ニ 付 二 匁

　 其 他 大 敷 網 ニ 納 税 ア リ 、 各 其 個 所 ニ ヨ リ 異 ナ ル 。

　 　 右 明 和 八 年 之 調 査 ニ ヨ ル 。

献 上 物　 大 字 美 保 関

一 煎 海 鼠　 　 三 百 六 拾 四 斤　 四 合 五 勺 二 才

一 干 鮑　 　 　 百 斤 七 合 二 勺

　 右 元 治 元 年 子 年 五 月 調 ニ ヨ ル 。

其 他 公 務 及 ヒ 藩 庁 等 ヨ リ 下 附 シ タ ル 文 書 ノ 写 無 シ 。

第 五　 漁 場 ノ 入 会 専 用 ニ 関 ス ル 事 項

　 漁 業 ノ 入 会 専 用 ニ 関 ス ル 旧 藩 時 ノ 法 制

　 本 村 地 蔵 ヶ 鼻 岬 角 以 南 ノ 海 面 ハ 伯 耆 国 会 見 郡 ト 相 対 ス ル 部 分 ハ 之 ヲ 折 半 シ 、 各 地 元 村 ノ

専 有 ト ナ リ 岬 角 以 北 ノ 海 面 ハ 沖 合 凡 ソ 七 里 以 内 地 元 村 ノ 専 有 タ リ 。

　 藩 庁 幕 府 等 ヨ リ 漁 場 ノ 専 用 ニ 関 シ 特 ニ 一 個 人 又 ハ 町 村 ニ 下 付 シ タ ル 免 許 状 ・ 御 朱 印 又 ハ

御 墨 付 ノ 写 ハ 第 七 項 ニ 掲 記 ス 。

第 六　 区 画 漁 場 ニ 関 ス ル 事 項　 　 　 　 　 　 無 シ

第 七　 漁 場 争 ノ 裁 定 ニ 関 ス ル 事 項

　 争 論 裁 定 ノ 掛 役 ハ 郡 奉 行 ニ シ テ 双 方 書 面 ニ ヨ リ 訴 出 又 ハ 口 頭 陳 述 ノ 上 慣 行 ヲ 調 査 シ 裁 定
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ス 。

　 意 宇 郡 大 根 島 住 民 肥 料 藻 葉 刈 ト シ テ 本 村 内 地 先 海 面 ニ 刈 来 リ 、 島 根 郡 灘 筋 ト 争 論 ア リ シ

ヲ 以 テ 、 享 保 十 八 年 六 月 旧 藩 奉 行 ヨ リ 裁 定 セ ラ レ 、 其 後 屢 紛 争 ア リ シ ヲ 以 テ 寛 政 九 年 度

并 ニ 文 化 二 年 ニ 於 テ 旧 藩 郡 奉 行 ノ 命 令 ア リ 、 爾 後 今 日 ニ 至 ル 迄 藻 葉 場 区 入 会 ト ナ レ リ 、

其 裁 定 書 ハ 第 四 号 ヨ リ 第 六 号 之 通 。

　 島 根 郡 森 山 村 大 字 森 山 福 浦 人 民 本 村 地 先 内 ニ 海 藻 密 刈 ニ 来 リ シ 事 ア ル ヲ 以 テ 、 慶 応 二 年

度 ニ 於 テ 差 止 メ 願 出 、 同 三 年 八 月 旧 藩 郡 奉 行 ヨ リ 裁 定 ア リ 、 自 今 入 採 ス ル 事 ヲ 得 サ ル 事

ト ナ レ リ 、 其 裁 定 書 ハ 第 七 号 之 通 リ 。

第 八　 漁 業 者 保 護 ニ 関 ス ル 事 項　 　 　 　 　 　 　 　 不 詳

　 　 別 紙　 　 　 　 　 　 （ 略 記 ス ）

第 一 号　 大 敷 網 敷 入 願 一 通 及 ヒ 指 令 共

第 二 号　 中 引 鰯 網 一 川 営 業 願 一 通 及 ヒ 指 令 共

第 三 号　 元 文 三 年 手 操
（ マ マ ）

網 停 止 裁 定 書

第 四 号　  意 宇 郡 大 根 島 人 民 本 村 地 元 海 面 ニ 於 テ 採 藻 ノ 件 ニ 付 佐 々 木 儀 左 衛 門 ヨ リ 大 根 島 与

頭 へ 達 書 一 通

第 五 号　 同 上 ノ 件 ニ 付 寛 政 九 年 巳 年 郡 奉 行 小 川 杢 太 夫 ヨ リ 郡 役 人 ニ 遣 ス 令 書 一 通

第 六 号　 文 化 二 年 丑 年 藻 葉 刈 免 札 附 与 ノ 件 ニ 付 郡 奉 行 横 山 又 兵 衛 ヨ リ 令 書

第 七 号　  森 山 村 大 字 森 山 福 浦 人 民 本 村 地 先 内 採 藻 密 刈 之 件 ニ 付 慶 応 三 年 八 月 郡 奉 行 国 府 久

馬 ヨ リ 裁 定 書 一 通

明 治 二 拾 六 年 （ 雲 津 漁 場 慣 行 調 査 書 ）

「 海 面 理 由 上 申 書 」 （ 明 治 二 十 六 年　 美 保 関 村 大 字 雲 津　 第 一 専 用 漁 場 、 第 二 入 会 漁 場 ） 略

「 沖 手 繰 網 差 留 書 類 」 （ 明 治 十 二 年 一 月 二 十 三 日 ） 略
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